
令和５年度

業　務　設　計　書
（起工設計書）

業 務 名 簡易水道事業経営認可申請書作成業務

業務場所 琴浦町地内



水道事業経営認可申請書作成業務　内訳書 単位：円

費　　目 工　　種 種　　別 細　　目 単位 数　 量 単 　 価 金     額 摘　　　要

設計業務（経営認可設計）

直接人件費

設計協議 初回、中間、最終 式 1.0 第1号単価表

認可設計 式 1.0 第2号単価表

計

直接経費 電子成果品製作費 式 1.0

間接原価 その他原価 式 1.0

業務原価 式 1.0

一般管理費

一般管理費 式 1.0

計

改　計

消費税 式 1.0

合　計



設計協議 (　1業務当り　) 第　1　号　単　価　表

単位：円

技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員

第1回打合せ 0.5 0.5

中間打合せ 0.5 0.5

最終打合せ 0.5 0.5

合　　計 1.0 1.5 0.5

作業項目 計 備考



認可設計 （基準計画給水人口　50,000人当り） 第　2　号　単　価　表

単位：円

技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員 補正率

70,900 62,200 55,200 45,300 35,600 31,600 人口 作業

設計協議 （別紙内訳参照）

現況把握 1.8 3.8 4.9 5.9 4.9 2.8 1,164,650 ×0.453 ×0.100 52,724

認可設計 基 本 事 項 の 決 定 1.9 4.0 6.0 6.0 6.0 3.9 1,323,350 ×0.453 ×0.700 419,356

施 設 計 画 2.0 5.0 6.1 7.1 5.0 4.0 1,415,550 ×0.453 ×0.100 64,082

水 理 ・ 構 造 計 算 2.9 8.9 11.9 12.9 11.9 6.9 2,642,120 ×0.453 ×0.100 119,609

設 計 図 作 成 3.2 10.2 14.2 14.2 14.2 8.2 3,053,060 ×0.453 ×0.700 967,484

概算事業費の算出 2.2 5.2 8.3 8.3 7.2 4.2 1,702,610 ×0.453 ×0.100 77,077

財 政 計 画 4.1 6.2 6.1 6.1 3.1 1,188,710 ×0.453 ×0.700 376,690

申 請 書 類 の 作 成 2.2 6.3 8.3 8.3 7.3 4.3 1,777,750 ×0.453 ×0.700 563,351

水 道 台 帳 の 作 成 2.7 3.8 3.7 3.7 2.7 762,350 ×0.453 ×0.400 138,046

照　査 3.9 5.0 587,510 ×0.453 ×0.700 186,176

20.1 55.2 69.7 72.5 66.3 40.1 15,617,660 2,964,596

人口補正 0.503

浄水処理 0.900

作業補正 表記

計

計画給水人口：101～5,000人

地下水（塩素滅菌のみ）

各々の作業項目に係る実質の作業量を勘案した補正率とする。

作　業　項　目
標準
金額

補正後
金　額

備　考

補正率



認可設計の標準作業内容と今回作業内容の対比表

作業項目 標　準　作　業　内　容 今　回　作　業　内　容

１．設計協議
　　①初回打合せ

　　②中間打合せ

　　③最終打合せ

・業務内容の確認（要望事項・内容、作業方針・工程、検討事項・内容等の協議
確認）および貸与資料等の確認
・中間報告および作業中に発生する諸条件の処理に関する確認
　　発注者との協議
　　県担当課との協議
　　厚生労働省ヒアリング立会
・総括説明および成果品納入、検収の立会

・業務内容の確認（要望事項・内容、作業方針・工程、検討事項・内容等の協議
確認）および貸与資料等の確認
・中間報告および作業中に発生する諸条件の処理に関する確認
　　発注者との協議
　　県担当課との協議
　　厚生労働省ヒアリング立会
・総括説明および成果品納入、検収の立会

２．現況把握
　（１）現地調査
　（２）地域特性の把握
　　①自然条件の把握
　　②社会的条件の把握
　　③関連する他計画の把握
　（３）水道事業の特性把握

・現況施設および予定地点に関する現地調査
・基本計画作成時以降の追加資料を収集し、特性を把握する。
ただし、認可計画特に必要となる資料について基本計画よりも詳細に収集す
る。

・基本計画作成時以降の追加資料を収集し、特性を把握する。
ただし、認可計画に特に必要となる資料について基本計画よりも詳細に収集す
る。例えば、浄水方法の検討に必要な資料、既存水道施設の諸元

・新設水源地及びに関する現地調査
・新規水源に関する揚水試験報告書および既設水源に関する年間取水実績等
の資料を収集し、内容を把握する。

・基本計画作成時以降の追加資料を収集し、特性を把握する。
ただし、認可計画に特に必要となる資料について基本計画よりも詳細に収集す
る。例えば、浄水方法の検討に必要な資料、既存水道施設の諸元

３．認可設計
　（１）基本事項の決定
　　①計画給水区域設定

　　②計画給水人口・給水量の設定

　　③水源の設定

・目標年度における計画給水区域の設定
（※基本計画に基づいて決定する。）
・日標年度までの行政区域内人口、給水人口、給水量の設定
（※基本計画に基づいて決定する。）
・目標年度までの水需要に応じた水源の設定
（※基本計画に基づいて決定する。）

・目標年度における計画給水区域の設定
（※基本計画に基づいて決定する。）
・日標年度までの行政区域内人口、給水人口、給水量の設定
（※基本計画に基づいて決定する。）
・目標年度までの水需要に応じた水源の設定
（※基本計画に基づいて決定する。）

　（２）浄水方法の決定
　　浄水方法の検討

・水源水質等のデータをもとにした浄水方法の設定 ・浄水方法の変更はなし

　（３）施設計画
　　①取水地点の検討
　　②取水～浄水施設の検討
　　③送配水施設の検討

・取水地点の設定
・各施設の規模・配置等の容量計算等に基づく概略検討
・送・配水区域の設定
・配水場、送配水管路等の規模・配置等の概略検討

　（４）水理・構造計算
　　①管路の水理計算

　　②主要な施設の水理計算
　　③主要な施設の構造計算

・節点データ（需要配分）および管路データの作成
・管網計算（常時、火災時）により、導水・送水・配水管の管種・口径を決定
・主要な施設についての水理計算、容量計算
・主要な施設についての構造計算



（５）設計図作成
　水道法第３条に基づく図面の作成
および編集

・行政区域図および給水区域図の作成
・取水場、浄水場、配水場等の一般平面図、水位高低図および主要な構造物
の構造図等の作成
・導・送・配水管路の平面図、縦断図および管網図等の作成

・行政区域図および給水区域図は既認可図面を流用する。
・新規の取水施設についてのみ、一般平面図および構造図を作成する。
・・導・送・配水管路の平面図、縦断図および管網図等の作成

　（６）概算事業費の算出
　概算事業費の算出および年次計
画の作成

・施設別の工事費および全体工事費の算出
・年度別事業費および財源の設定

　（７）財政計画
　経常収支の概算 ・借入金の償還計算、減価償却費の算出

・維持管理費の算出
・水道料金の設定および経常収支の算出

・借入金の償還計算、減価償却費の算出
・維持管理費の算出
・水道料金の設定および経常収支の算出

　（８）申請書類の作成
　水道法第７条に基づく認可申請書
類の作成および編集

・水道法施行規則第３条に基づく添付書類の作成
・水道法第７条に基づく水道事業計画書の作成
・水道法第７条に基づく工事設計書の作成

・水道法施行規則第３条に基づく添付書類の作成
・水道法第７条に基づく水道事業計画書の作成
・水道法第７条に基づく工事設計書の作成

　（９）水道台帳の作成
　水道台帳の作成 ・厚生省通達に基づく水道台帳の作成 ・厚生省通達に基づく水道台帳の作成


